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日程 第１ 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程 第２ 非農地証明願について 

日程 第３ 農業経営基盤強化促進法に伴う利用権設定の申し出について 

日程 第４ 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出について 
日程 第５ 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出について 

会議の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長：ただ今から、平成２５年第６回定例総会を開会いたします。 

    欠席委員は、７番木村委員１名です。 

    出席委員は８名中７名で、定足数に達しておりますので、総会は成立して 

    おります。 

    本日の議事録署名人に、１番栗田委員と２番の石塚委員を指名いたしま

す。 

会 長：それでは、総会次第の日程により議事を進めさせていただきます。 

    初めに、日程第１、農地法第５条の規定による許可申請について、まず議 

    案番２３号を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いしま 

    す。 

事務局：（議案番号２３号を朗読） 

    当該地は、位置図にありますとおり、寒川高等学校の西側にあり、譲受人 

    は、譲渡人の娘とその婿です。２人は現在借家住まいで手狭なため、親の 

    土地を借りて住宅を建設するための転用申請です。開発の許可申請も提出 

    しているとのことです。なお、農地法に基づく農地転用許可の判断となる 

    立地基準としては、寒川南小学校から続く住宅等で市街化区域と連たんし 

    ている第３種農地にあたり、隣接農地に影響は与えないよう土地の境はブ 

    ロックで囲うとのことで、問題はないと考えます。 

会 長：続いて、地区担当の委員から、補足説明をお願いします。 

２ 番：周りは宅地になっているところが多く、特に問題ないと思います。  

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 

    ついて、発言のある方は挙手願います。 

６ 番：現況は畑か。 

２ 番：畑です。隣接地はハウスです。 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２３号について 

    は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

会 長：では全員賛成ですので、議案番号２３号は原案のとおり許可相当として 



     意見書を添え、県に進達することに決定いたします。 

    次に日程２非農地証明願について、２件ありますが、同じ倉見地区ですの 

    で議案番号２４号、２５号を同時に上程いたします。事務局より議案の朗 

    読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号２４，２５号を朗読） 

    議案２４号は、倉見のフジライスの北側にある駐車場で、敷地の東部分は 

    砂利敷き、西部分は中古車置場となっています。平成初め頃から駐車場と 

    して賃貸されており、平成２１年の相続によって農地転用の手続きが必要 

    ということが判明したようです。当該地の立地基準につきましては西側市 

    街化地域から連たんしており、第３種農地にあたります。議案２５号につ 

    きましては、倉見十二天交差点北のコンビニ向かいの駐車場部分と、奥の 

    資材置場でございます。昭和４８年に資材置場として使用し、その後、平 

    成６年に一部をコンビニ駐車場として使用しております。平成１９年に相 

    続があり、平成２１年に敷地の北側の７７４－１の敷地については非農地 

    証明を交付いたしましたが、その際一体利用していた７７６－１について 

    は申請に含まれていなかったため、今回の申請となったものです。東側の 

    市街化地域と隣接した第３種農地にあたります。 

会 長：続いて、地区担当の委員から、補足説明をお願いします。 

１ 番：議案２４号については、以前造園業者が使っていたが、そのままいなくな 

    り、現在は中古車展示場が借りていて非農地です。議案２５号は造園業者 

    の資材置場でしたが、先代が亡くなり廃業となり、その後コンビニの駐車 

    場になりました。前回の申請時に一部の筆を忘れたものと思われます。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明に 

    ついて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２４、２５号に 

    ついて決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

会 長：では全員賛成ですので、議案番号２４，２５号は原案のとおり非農地証明 

    書を交付することに決定いたします。次に日程第３農業経営基盤強化促進 

    法に伴う利用権設定の申し出について、議案２６号を上程いたします。事 

    務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号２６号を朗読） 

    当該地は、いちご農家でしたが、今年２月に相続があり、相続人は農業を 

    しないため、ご自身で借り手を探し、双方の申し出に至りました。借り手 

    は家族のほかにも１０人ほど雇い入れ、また、大型機械を多種多数所有し 

    ており、問題はないと思われます。 

会 長：続いて担当地区の委員から補足説明がありましたらお願いいたします。 

１ 番：農地パトロールの際、記録を報告したことがあるところです。平成２２年 

    に作付け停止後、４年間作付けはありません。２月３日に前所有者が亡く 

    なり３月は草が生えていましたが除草され、４月にボーリング、大型機械 

    や苗がありました。今はベンチができていて半分まで鉢が置いてありま 

    す。農業振興地域でもあり、妥当な賃借であると思います。 

会 長：では、これより質疑に入ります。ただいまの説明について、発言のある方 

    は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案２６号について原案 

    のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

会 長：では全員賛成ですので、議案番号２６号は原案のとおり決定通知書を寒川 



    町長に送付することに決定いたします。 

    次に、日程４農地法第４条第１項第７号の規定による転用届け出について 

    報告番号４８号、４９号及び５０号の３件、日程５、農地法第５条第１項 

    第６号の規定による転用届出について、報告番号５１，５２，５３，及び 

    ５４号の４件、一括して事務局より報告事項の朗読と説明をお願いしま 

    す。 

事務局：（報告番号４８～５４号を朗読） 

    いずれも添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長先決により、 

    書類を受理いたしました。 

会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。特に発言がないようですので、届け出の報告事項に 

    ついては了承されたことといたします。 

    最後にその他として審議事項はありますでしょうか。 

（特になし） 

会 長：では、以上をもって、平成２５年第６回寒川町農業委員会定例総会を閉会 

    いたします。 

資  料 １．平成２５年第６回定例総会議案及び位置図 

 

 議事録署名人（１番） 栗田 務   議事録署名人（２番） 石塚 雄二司    

本議事録は、平成２５年７月２４日、承認・署名を得て確定しました。 


